
持っている

紐付け済み

マイナカードを作成する

https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/

マイナカードに保険証利用登録をする

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html?20250908100248

お送りする「資格確認書」について

材　　　質： A4コピー防止用紙

有効期限：

返却義務： 有効期限内に資格喪失した場合は返却義務あり

2026年12月1日

※対象者は毎年発行になります。

登録しない

作成しない（できない）

健保にマイナンバーを共有しない

2025年12月以降の対応について

マイナカードを

持っている

マイナンバーカードを作成する

登録する

マイナカードを

保険証として使用する

資格確認書を

保険証として使用する

マイナカードを

持っていない

マイナポータルで

保険証利用

未登録

マイナポータルで

保険証利用

登録済み

*1

*2

*3

*1

*2

*3

https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html?20250908100248

